
公共公益施設の開発許可基準について
Ｈ１９・１０公表　都市計画課

平成１８年５月３１日に都市計画法が改正され、これまで開発許可が不
要とされていた に社会福祉施設、医療施設、学校、庁舎等の公共公益施設
ついても、平成１９年１１月３０日から、市街化区域、市街化調整区域等
を問わず全ての区域において、 となる。開発許可が必要

改正の理由
ア 生活圏の広域化等により、市街化調整区域内において、比
較的大規模な公共公益施設が無秩序に立地するようになった
こと
イ 人口減少、超高齢化社会を迎えるにあたり、持続可能な都
市づくりが求められていることから、立地の適否を判断する
必要があること

公共公益施設とは
学校、社会福祉施設、医療施設、庁舎等をいう。

このため、 で開発許可を得るためには、都市計画法市街化調整区域内
に がある。第３４条第１号又は第１４号 該当する必要

都市計画法第３４条 するもの第１号に該当
第１号

周辺の地域に居住している者の利用に供す主として当該開発区域の
政令で定める （中略）の目的で行う開発行為る 公益上必要な建築物

今回基準化する内容

次のいずれかの施設施設要件
小学校、中学校、幼稚園、社会福祉施設、更生保護事業の用
に供する施設、診療所、助産所

＋

次のいずれかに該当する場所であること立地要件
１ ５０戸連たん（市街化区域内の建物を含む ）。
２ ３ｈａ内に２０戸（市街化区域内の建物を含む ）。
３ 市街化区域の周辺１ｋｍ以内

又は

都市計画法第３４条 するもの第１４号に該当
第１４号

、開発区域の周第１号に該当しないもので、開発審査会の議を経て
辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内にお
いて行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為

国の によれば運用指針
○ 医療関係としては、

ア 救急医療の充実が求められる地域である場合
イ 優れた自然環境その他の療養環境が必要な場合
ウ 病床過剰地域から病床不足地域に移転する場合

○ 学校関係としては、教育環境として自然環境が必要な施設
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市街化調整区域内における公共公益施設の許可に係る基準の集落要件について

①５０戸以上の建築物（市街化区域に存するものを含む ）の敷地が５０。

ｍ以内の間隔で存している地域内であること。

②開発区域を含んだ３ｈａ内に、主たる建築物（市街化区域内に存するも

のを含む ）が２０戸以上存していること。。

③開発区域の全部が、市街化区域と市街化調整区域の境界線から、１ｋｍ

以内の区域内にあること。
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